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介護・医療連携推進会議 記録 

令和 6 年度 第 1 回 介護・医療連携推進会議 記録 

 

⚫ 事業所情報 

法人名 株式会社みらいさい福祉会 

事業所 愛光苑蟻ケ崎サポートセンター 

 

⚫ 開催日時・場所 

日時 令和 6 年 6 月 19 日（水）14:00～14：30 

場所 愛光苑ありがさき ホール 

 

⚫ 参加者（順不同） 

NO 所属（役職） 氏名 

1 利用者様ご家族 N 様 

2 筑摩あんしん館 H 様 

3 地域包括支援センター S 様 

4 蟻ケ崎北町会民生委員 O 様 

5 愛光苑蟻ヶ崎（管理者） 藤原 夕子 

 

⚫ 議事 

NO 議事内容 

1 利用者数 

2 サービス提供状況・勤務体制 

3 苦情事故報告 

4 人員 

5 行政から受けた指導の内容及び改善状況 

6 地域活動の実施状況・活動予定 

7 質疑応答 

8 その他 
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記録 

議事 1 利用者数 

 愛光苑ありがさき内・・・ 定員 43 名中 43 名（6/10 現在）うち男性 9 名・女性 34 名  

               移動手段：車いす使用 22 名・歩行器使用 16 名・独歩 5 名 

               平均介護度：3.03 

議事 2 サービス提供状況・勤務体制 

 介護・・・ 排泄介助、トイレ誘導介助、入浴介助、食事介助 

看護・・・ バイタルチェック、薬の管理、傷の処置、排便コントロール、膀胱留置カテーテルの管理 

血糖値管理、インスリン注射、胃瘻の対応、医師との連携 

       

愛光苑蟻ケ崎サポートセンター内（1 日の勤務人数） 

夜勤  (2 名)    ・・・ 16：30 ～ 翌 9：30 

早番 （1 名）   ・・・  6：30 ～ 15：30 

日勤 （1～3 名） ・・・  8：30 ～ 17：30 

遅番 （2 名）   ・・・ 11：00 ～ 20：00 

看護 （1～2 名） ・・・  8：30 ～ 17：30（夜間はオンコール体制） 

議事 3 苦情事故 

 令和 5 年 12 月 1 日～令和 6 年 5 月 31 日 

苦情・・・ 0 件 

事故・・・ 6 件 (表皮剥離 4 件・内出血 1 件・バルンカテーテル接続部分の抜去 1 件) 

議事 4 人員 

 管理者   ・・・ 1 名 

介護員   ・・・ 1７名（内パート職員２名） 

看護師   ・・・ 3 名 

事務員   ・・・ 1 名 

議事 5 行政から受けた指導の内容及び改善状況 

 なし 

議事 6 地域活動の実施状況・活動予定 

 ・「子供を守る安心の家」の登録をしています。 

・「介護何でも相談所」を開設しています。 

 介護についてのお悩み、介護保険サービスについて、介護職に興味がある方などの相談窓口としていま

す。 

・外部ボランティアの方のイベントを開催しています。（カラオケリサイタル・よさこいソーランなど） 

・「おひさまベーカリー」様のご協力をいただきましてパンを購入します。ありがさきカフェとしまして、ベーカリー 

バイキングを予定しています。 

・松本中央幼稚園園児による訪問で歌やダンス披露をお願いしています。（10 月～11 月頃予定） 

・10 月「蟻ケ崎北町文化祭」に施設利用者様で作成した作品の展示をお願いしています。 
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議事 7 質疑応答 

質問 1 自己評価表の 26 項目について、「病院・施設への入院・入所、及び病院・施設からの退院・退所の際などに、

切れ目のない介護・看護サービスを提供するために、必要に応じて多職種による検討や情報の共有が行われて

いる」とありますが、退院してみたら違っていたなどの行き違いとかは無いですか？ 

回答 1  退院されて施設にお戻りになる前には「退院カンファレンス」に参加させていただきます。ご本人様の現在の

ご様子などを、主治医、病院看護、ソーシャルワーカー、ご家族様、ケアマネージャー様、施設介護員、施

設看護で共有いたします。入院前と状況がだいぶ変わっている場合がありますし、入院中も状況はケアマネ

ージャーを通して確認して頂いたりもしています。退院後も情報共有をさせていただいています。 

入所の前には「事前面談」をおこないます。ご自宅や施設、病院などに出向いてご本人様と面談をさせて

いただきます。施設からは介護員と看護師の２名がうかがいます。ご本人様、ご家族様、施設にいらっしゃる

方ですと施設職員に現在のご様子、病状や生活歴などをお聞きします。 ご自宅からの入所ですと、生活

環境を見せていただく事もあります。ご自宅での生活スタイルが施設では対応出来ない事もありますのですり

合わせをさせていただきます。施設に合わせた生活のご提案として、福祉用具のレンタルをお願いすることもあ

ります。行き違いにならないよう、慎重におこなっています。 

質問 2 往診で来てくださる主治医の先生は決まった先生ですか？ 

回答 2 もともとのかかりつけの先生が、施設入所後も往診が可能の場合は引き続きお願いしています。施設はそれ

ぞれの主治医から看護指示書をいただいております。 

歯医者は往診の希望があれば、井上歯科医院の先生が来てくださいます。 

質問 3 入居している方はここら辺の方が多いですか？ 

回答 3 松本市の方ばかりではありません。地域密着型定期巡回なので、現住所を松本市に移していただく事をお

願いしています。大町市、安曇野市、飯山市など、県外ですと富山県の方がいらっしゃいます。 

質問 4 愛光苑は全部の施設が定期巡回ですか？ 

 定期巡回はありがさき、まつもと、とよしな、あづみの、みらいふ岡田です。すざか、いなは特定施設です。 

議事 8 その他 

報告 ・5月より、「口腔連携強化加算」を算定しています。毎月の利用者様のモニタリングに加えて 「口腔連携

強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書」の作成をおこないます。項目の内容としまし

て、口腔内の確認、奥歯でかみしめられるか、ムセは無いか、ブクブクうがいが出来るか、食べ物のため込

みや残留物が残らないか、などがあります。介護員、看護と確認し歯科受診に繋げていくかどうかのご相談

をおこないます。 

  歯科受診をした当該月、デイサービスで同じ加算請求がある方には加算はいたしません。  

 ・面会につきましては、現在は1回2名様まで、15分でお願いしています。外出、外泊は可能です。事前に

申し込みが必要になります。 

 

 

 

議事録作成 藤原 


